
平成２３年度 富岡町職員（高校卒程度）採用候補者試験

受  験  案  内

                             富岡町役場総務課

                              富岡町大字本岡字王塚６２２番地の１

                              電話 0240-22-2111

１ 受付期間      平成２２年７月１４日（水）から同８月１３日（金）まで

  ⑴ 受付時間は、月曜日から金曜日までの８時３０分から１７時１５分までです。

  ⑵ 郵便による申込書提出の場合は、８月１１日（水）までの消印のあるものに限り受付けます。

  ⑶ 期間経過後の申込みは、一切受付いたしません。

２ 試験日時、試験場及び合格者発表

区 分    試験期日・時間   試験場    合格者発表

第１次

試 験

平成22年9月19日（日）

受  付  9：00～ 9：30

教養試験  10：00～12：00

専門試験  13：00～14：30

富岡町大字本岡字

王塚622番地の1

富岡町文化交流ｾﾝﾀｰ

「学びの森」  

℡ 0240-22-2626

平成22年10月中旬までに富岡町

役場前の掲示場に合格者（受験番

号）を掲示するほか、合格者に通

知します。

第２次

試 験

平成22年10月下旬

日時については、第１次試験の

合格通知の際、お知らせします。

富岡町大字本岡字

王塚622 番地の１

    富岡町役場

℡ 0240-22-2111

平成22年11月上旬までに富岡町

役場前の掲示場に合格者（受験番

号）を掲示するほか、合格者に通

知します。

３ 受験資格      

   平成元年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた者（ 学歴は問いません。)とします。

  ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、受験できません。

  ⑴ 日本の国籍を有しない者

  ⑵ 成年被後見人又は被保佐人

  ⑶ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

  ⑷ 富岡町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

  ⑸ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

   張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者



４ 試験区分、採用予定人員    

試験区分 採用予定人員

一般事務

土  木
若干名

５ 試験の方法及び内容

   高校卒業程度で、次により行います。

  ⑴ 第１次試験

  ① 教養試験（一般事務・土木）

     職員として必要な一般知識及び知能について、択一式による筆記試験を行います。

  ② 専門試験（土木）

     職員として必要な専門知識及び能力について、択一式による筆記試験を行います。

  ⑵ 第２次試験

   ① 作文試験

      第１次試験合格者に対して、職員として必要な表現力等についての作文による試験を行います。

   ② 口述試験

     第１次試験合格者に対して、主として人物について個別面接による試験を行います。

６ 資格調査

   第１次試験合格者について、受験資格があるかどうか、申込書に記載されていることが正しいかど

  うかについて調査いたします。

７ 受験手続      

  ⑴ 受験申込用紙の請求

   ① 受験申込用紙は、富岡町役場総務課において交付します。

   ② 郵便により受験申込用紙を請求する場合は、封筒の表に「高校卒程度試験申込用紙請求」と朱書し、

    １２０円切手をはった宛先明記の返信用封筒を必ず同封してください。

  ⑵ 受験申込の方法

   ① 受験申込先    富岡町役場総務課

               〒979-1192 富岡町大字本岡字王塚６２２番地の１

                     電話 0240-22-2111

   ② 受験申込用紙（試験申込書、受験票）に必要事項を記入して、上記受験申込先に提出してください。

     なお、試験申込書を郵送する場合は、封筒の表に「高校卒程度試験申込（一般事務）」又は、｢高校

卒程度試験申込（土木）と朱書し、８０円切手をはった自分宛の返信用封筒を同封し、必ず「簡易書留」

で送付して下さい。

   ③ 郵便により受験申込があった場合には、受験票を郵送しますが、試験日２日前までに到達しないと

    きは、当総務課までお問い合わせ下さい。

   ④ 受験票を受領したときは、最近６ケ月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６

    ｃｍ×横４．５ｃｍ）１枚を写真欄にはって、受験当日に必ず持参して下さい。受験票がない場合、

    又は受験票に写真のはっていない場合は、受験できません。



  ⑶ 受験時の筆記用具

    受験の際は、「ＨＢ」の鉛筆と消しゴムを持参して下さい。それ以外の筆記用具は使用できません。

８ 合格から採用まで    

   合格者は採用候補者名簿に成績順に記載され、その中から採用者が決定されます。

   この採用候補者名簿の有効期間は、原則として１年間です。

９ その他    

  ⑴ 受験者は、昼食を準備すること。

  ⑵ 受付時間は厳守のこと。

10 問い合わせ先

   この試験に関して不明な点は、富岡町役場総務課までお問い合わせて下さい。郵便で問い合わせる場合

  は、８０円切手をはった宛先明記の返信用封筒を必ず同封して下さい。


